
○東京藝術大学大学院映像研究科入学試験運営委員会規則 

 

        

   
改正  平成20年３月27日  平成25年10月24日 

平成27年３月26日  令和７年11月13日 

 （設置） 

第１条 東京藝術大学大学院映像研究科（以下「研究科」という｡)に入学試験実施

上の重要事項を審議し処理するために東京藝術大学大学院映像研究科入学試験運

営委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

 （目的） 

第２条 この規則は、委員会の組織及び運営の方法その他必要な事項を定めること

を目的とする。 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）研究科長 

（２）研究科教授会構成員から選出された者 ４人 

 （会議） 

第４条 委員会の委員は、研究科教授会の審議を経て、研究科長が委嘱するものと

する。 

２ 委員の任期は１年とする。 

第５条 研究科長は委員会を招集し、議長となる。 

２ 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

 （審議事項） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）入学試験実施上の管理運営について 

（２）入学試験実施の要項及び試験日程について 

（３）実技並びに学科試験実施教科、科目について 

（４）試験官の選考について 

（５）合格判定基準について 

（６）その他の入学試験実施に関する重要な事項について 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、研究科事務部において処理する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

平成17年４月１日 

制 定 



附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


